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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
な
ど
が
ス
タ
ー
ト

　
１
月
か
ら
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
社
会
保
障
・
税
番
号
）
の
利

用
が
始
ま
り
ま
し
た
。
個
人
番
号
カ
ー
ド
が
全
国
民
に
い
き

わ
た
る
に
は
５
年
ほ
ど
か
か
る
の
で
、
す
ぐ
に
は
健
康
保
険

証
代
わ
り
に
は
な
り
ま
せ
ん
が
、
社
会
保
障
・
税
・
災
害
分

野
で
の
行
政
事
務
手
続
き
は
徐
々
に
簡
素
化
さ
れ
て
い
く
で

し
ょ
う
し
、
カ
ー
ド
の
利
用
範
囲
の
拡
大
に
伴
い
、
利
便
性

は
高
ま
っ
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
４
月
か
ら
は
２
年
に
一
度
の
医
療
費
改
定
が
行
わ

れ
ま
す
。
診
療
報
酬
本
体
は
０・４
９
％
の
引
上
げ
、
一
方
、

薬
価
等
が
１・３
３
％
引
き
下
げ
ら
れ
る
の
で
、
差
し
引
き
医

療
費
ベ
ー
ス
で
０・８
４
％
（
３
６
０
０
億
円
）
の
マ
イ
ナ
ス

改
定
と
な
り
、
医
療
費
は
少
し
減
り
ま
す
。
一
方
、
入
院
時

の
食
事
代
負
担
が
１
食
３
６
０
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
、
ま
た
、

紹
介
状
を
持
た
ず
に
大
病
院
を
受
診
し
た

時
に
は
原
則
３
割
自
己
負
担
と
は
別
に
定

額
の
負
担
が
患
者
に
課
せ
ら
れ
る
等
の
改

正
が
行
わ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
10
月
か
ら

は
パ
ー
ト
等
で
働
く
人
た
ち
の
社
会
保
険

適
用
拡
大
が
図
ら
れ
る
な
ど
、
健
保
組
合

の
環
境
も
変
わ
り
ま
す
。

給
付
と
負
担
の
バ
ラ
ン
ス
を

　
と
こ
ろ
で
、
健
保
組
合
は
今
、
増
え
続
け
る
高
齢
者
の
医

療
費
を
支
え
る
た
め
に
、
財
政
的
に
非
常
に
厳
し
い
局
面
に

立
た
さ
れ
て
い
ま
す
。
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
拠
出
金
は
支

出
の
50
％
に
迫
り
（
グ
ラ
フ
）、
こ
の
ま
ま
で
は
解
散
に
追

い
込
ま
れ
る
健
保
組
合
も
出
て
く
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
ま

す
。
被
保
険
者
や
ご
家
族
を
疾
病
か
ら
守
り
、健
康
の
保
持・

増
進
に
大
き
な
役
割
を
担
い
、
保
険
者
と
し
て
最
も
そ
の
機

能
を
発
揮
し
て
い
る
健
保
組
合
を
失
う
こ
と
は
、
大
き
な
社

会
的
損
失
で
あ
り
、
何
と
し
て
も
健
全
に
持
続
さ
れ
る
よ
う

措
置
す
べ
き
で
す
。

　
人
口
の
高
齢
化
に
よ
り
医
療
費
や
介
護
費
が
増
加
の
一
途

保
障
制
度
は
確
保
で
き
ま
せ
ん
。

重
要
な
健
康
管
理
・
疾
病
予
防

　
昨
年
の
法
改
正
に
よ
り
、
健
康
保
険
法
第
１
５
０
条
に
保

険
者
の
役
割
と
し
て
「
疾
病
の
予
防
に
係
る
被
保
険
者
・
家

族
の
自
助
努
力
の
支
援
」
が
追
記
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
た
め

今
年
４
月
か
ら
、
健
保
組
合
な
ど
の
保
険
者
は
厚
生
労
働
省

の
策
定
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
参
考
に
、
個
人
に
対
す
る
イ

ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
強
化
な
ど
の
施
策
を
順
次
進
め
て
い
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　
今
後
、
増
え
続
け
る
高
齢
者
の
医
療
費
を
適
正
化
し
て
い

く
に
は
、
高
齢
者
医
療
制
度
や
費
用
負
担
構
造
自
体
の
見
直

し
等
が
必
要
で
す
が
、
何
よ
り
も
大
切
な
こ
と
は
、
健
康
な

高
齢
者
を
作
る
た
め
の
若
年
層
か
ら
の
疾
病
予
防
・
健
康
づ

く
り
へ
の
取
組
み
で
す
。

　
確
実
に
〝
少
子
超
高
齢
化
〟
に
向
か
う
日
本
の
人
口
構
造

の
中
で
、
高
齢
者
の
医
療
費
を
適
正
化
し
若
年
者
の
負
担
を

軽
減
し
て
い
く
た
め
に
、
ま
た
、
高
齢
者
医
療
を
含
め
た
医

療
保
障
制
度
の
持
続
可
能
性
を
高
め
て
い
く
た
め
に
も
、
地

道
な
対
策
で
即
効
性
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
被
保
険
者
や
ご
家

族
の
健
康
管
理
へ
の
自
発
的
な
取
組
み
を
促
す
事
業
と
そ
の

努
力
が
、
健
保
組
合
を
は
じ
め
各
医
療
保
険
者
に
は
期
待
さ

れ
て
い
ま
す
。

を
た
ど
り
、
給
付
と
負
担
の
バ
ラ
ン
ス
は
崩
れ
、
国
の
税
収

不
足
に
よ
る
負
担
の
多
く
が
後
世
代
に
つ
け
回
し
さ
れ
て
い

る
状
態
で
す
。「
社
会
保
障
制
度
の
持
続
可
能
性
」
は
「
給

付
と
負
担
の
バ
ラ
ン
ス
」
で
あ
り
、
超
高
齢
社
会
を
目
前
に

一
日
も
早
く
こ
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
高
齢
に
な
る
ほ
ど
受
診
率
は
高
く
な
り
医
療
費
が
増
加
す

る
現
状
で
す
が
、
社
会
保
障
の
支
え
手
の
減
少
の
中
で
、
高

齢
者
の
医
療
費
を
適
正
化
・
効
率
化
し
て
い
く
こ
と
が
大
き

な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
安
倍
政
権
で
は
、財
政
の
基
礎
的
収
支
バ
ラ
ン
ス
（
Ｐ
Ｂ
）

の
２
０
２
０
年
黒
字
化
を
目
標
に
掲
げ
、
社
会
保
障
・
税
一

体
改
革
、
経
済
・
財
政
一
体
改
革
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

こ
の
改
革
の
中
で
社
会
保
障
分
野
は
、
増
大
す
る
医
療
費
や

介
護
費
の
効
率
化
、
抑
制
対
策
を
中
心
と
し
て
い
ま
す
（
下

記
「
改
革
の
視
点
」
参
照
）。

　
制
度
の
持
続
可
能
性
を
高
め
る
た
め
に
も
、
こ
れ
ら
の
改

革
が
計
画
ど
お
り
に
達
成
さ
れ
る
こ
と
を
願
い
ま
す
が
、
計

画
に
は
欠
陥
も
あ
り
ま
す
。
社
会
保
障
の
最
大
の
課
題
で
あ

る
高
齢
者
医
療
制
度
、
高
齢
者
医
療
費
負
担
の
構
造
改
革
が

見
当
た
ら
な
い
こ
と
で
す
。
多
く
の
問
題
を
抱
え
る
高
齢
者

医
療
制
度
の
見
直
し
を
急
が
な
け
れ
ば
、
持
続
可
能
な
医
療

→ 4 ～ 5 頁も
　ご覧ください。健康保険

制度のここ
が変わる

（注）総額の下の（　）は、支出に占める拠出金の割合

（グラフ）  全国の健保組合の拠出金の推移
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改 革 の 視 点

必要な医療の高度化等を取り込みつ
つ、制度改革や効率化等にセットで
取り組み、全体として抑制

●公的保険給付の範囲の見直し
●単価
◦サービス単価の抑制
◦医療の高度化に対する適正な評価
●受療率
◦医療提供体制の改革（過剰病床の削

減、入院期間の短縮化等）
◦医療の無駄（重複受診・多剤投与等）

の排除などの効率化の取り組み
◦健康・予防の推進
●負担
◦年齢・就業先に関わらず負担能力に

応じた公平な負担

2016年

健康保険の展望 監修：「週刊社会保障」編集部




